
われる必要があるのではないでしょう
か。それから、医療の質の指標作成、
こういうことが大事になってきます。
もう一つは、僻地とかそういうところ
の患者さんの治療も問題になってくる
と思います。
　齊藤　医療安全の問題はいかがでし
ょう。
　北島　医療安全は、特定機能病院と

同じような指標を置くことは、まず拠
点病院では人員配置の面から難しいの
ではないかという意見です。ただ、医
療安全に関しても、特定機能病院に近
い医療安全とか、そういうものの設置
をきちんとすることが大事になってき
ます。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

国立がん研究センターがん対策情報センター
がん登録センター全国がん登録室長

松　田　智　大
（聞き手　齊藤郁夫）

全国がん登録事業とその活用

　齊藤　全国がん登録事業とはどのよ
うなことをやるのでしょうか。
　松田　がんと診断された患者さんの
情報を１カ所に集めて、毎年、どうい
ったがんが多いか、少ないか、継続的
に登録して集計していく仕組みです。
　齊藤　どのような項目を登録するの
ですか。
　松田　登録する項目は、患者さんの
氏名など、個人情報に当たる部分に加
えて、がんのできた場所、がんの種類、
治療の情報、がんが発見されたときの
経緯、例えば検診で発見されたかどう
か、がんが進行しているのかどうか、
そういったことを集めていきます。
　齊藤　報告するのはどんな方でしょ
うか。
　松田　誰が報告の実務を担当するか
は、法律ではきちんと定義されてはい
ないのですけれども、一般の事務職員
がそういった情報をカルテから抽出し
てまとめていくのは難しいので、担当
医師、もしくは医師がなかなか時間を
割けないことが多いと思いますので、

ある程度訓練を受けた、知識を持った
専門職を想定しています。
　齊藤　そういった方が病院にいて、
まず県単位で報告していくのですか。
　松田　病院は、所在地の都道府県に
それぞれ１カ所ある登録室に報告する
義務を負っています。
　齊藤　そこに先ほどの項目が登録さ
れると、今度は先生のほうでそれをチ
ェックしていくことになりますか。
　松田　はい。それが画期的な仕組み
になっていまして、各県それぞれで集
めて報告するのではなくて、各県の登
録室には国立がん研究センターに設置
されているサーバーに直結しているオ
ンラインの端末があります。病院から
提出された情報を端末から入力するこ
とで、全都道府県から１つのサーバー
に情報が集約されることになっていま
す。
　齊藤　今の全国規模の登録システム
が始まったのはいつからなのでしょう
か。
　松田　この法律が2013年に成立して、
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療所が手挙げをして、がん登録事業に
協力するという指定を受けていれば、
見つけた段階で報告することになりま
す。その施設で治療をする、しないに
かかわらず、がんの診断をしたという
段階で報告義務がかかります。胃カメ
ラで見つけて大病院に紹介した場合で
も、報告してくださいとお願いをして
います。
　齊藤　これは本当に重要なシステム
ですので、患者さんも、こういうこと
があるのだということを知っておいて
いただく必要がありますね。
　松田　患者さん側がこういった制度
を知らずに、自分の知らないところで
自分の情報が扱われている状況に対し、
不快に思ったり、もしかして個人情報
が漏洩してしまうのではないかという
不安を感じるかと思います。ですので、
こういった制度をこっそり裏でやるの
ではなくて、できるだけ多くの方に知
っていただいて、制度が何であるのか
とか、情報を誰がどのように使うのか
を知っていただく。患者さんを含めて
国全体ががん登録のデータを使ってが
ん対策をしていこうという文化といい
ますか、風潮がきちんと形成されるこ
とが望ましいと思っています。
　齊藤　実地医家の医師、あるいは健
診センターの医師などもぜひ参加して、
また逆に参加していることが、質の保
証みたいな意味にもなっていくと、よ
り参加へのインセンティブになる感じ

がしますね。
　松田　例えば胃がんを、単に胃がん
と登録するだけだと、胃のどこにがん
ができたのか、がんの種類がどうだっ
たのかという細かい分析ができません。
各医療機関の医師にも理解と、一歩進
んだがん登録の知識を身につけていた
だければ、がんの登録分類を理解した
うえで正確な報告ができて、より効果
的ながん対策につながると思います。
　齊藤　究極の目標はがん対策という
ことですけれども、それへの道のりは
どうでしょうか。
　松田　がん対策のためには、まず現
状を把握するのが不可欠だと思ってい
まして、現状、がんで亡くなる方の数
は正確にわかってはいるのですけれど
も、がんにかかる方の数をきちんと把
握できていない状況です。がん対策の
ために、現状、どういったがんが多く
て、どういったがんが増えている、減
っているというのをきちんと把握して、
それに合わせた施策をし、その施策が
効果的だったのかどうかを評価すると
いうサイクルをつくっていくことにな
ります。一足飛びにがん登録が始まっ
て、あした何か効果が出るかというと、
なかなか「はい」とは言えないのです
けれども、近い将来にはこのがん登録
がきちんとがん対策に役立つと実感で
きる日が来ると思っています。
　齊藤　これまで日本でも、県レベル
とか、ある施設で限定的に行われてい

2016年の１月１日以降に診断された患
者さんを報告しなければならない義務
を定めていますので、2016年１月１日
から法律が施行され、事業が開始され
ている状況です。
　齊藤　ある程度治療のめどが立った
ところで報告するということになりま
すか。
　松田　推奨されているのは、初回に
計画された治療が終了した段階や、そ
の施設で治療しない場合であれば、他
施設に紹介して患者さんを送り出した
段階で報告することになっています。
診断をしてから、長い場合には半年で
すとか、短くても１～３カ月ぐらいの
時間がたった段階で、情報を整理して
提出するのが一般的だと思っています。
　齊藤　患者さんが病院間を動くとい
うことで、それぞれの病院から報告さ
れてしまうと、２人になってしまうよ
うな可能性もあるのですが、そこで個
人情報が必要なのですね。
　松田　はい。先ほど集める情報で、
名前や生年月日、住所と申し上げまし
たけれども、これは患者さんの名簿を
つくって、１人の患者さんを２人とカ
ウントしてしまうことがないように、
各県から入力された情報の中で、同じ
患者さんの同じがんの情報がないかを
きちんと名寄せをして検証したうえで、
統計をつくっていく作業をしています。
そこで必要なのが名前など個人情報に
当たる部分です。きちんと情報保護は

しているのですけれども、個人情報が
必要というのは名寄せが必須であるこ
とによるものです。
　齊藤　個人情報保護の壁があります
が、その点については今回の法律でど
うなったのでしょうか。
　松田　個人情報保護法では、本人の
同意なく第三者に個人情報を提供して
はならないということが定められてい
るのですけれども、がん登録という事
業の性格上、各個人が「私は登録され
たい」「されたくない」ということに
なりますと、きちんとした数が出せま
せん。ですので、がん登録推進法では
患者さんの同意なく情報を集めてよい
と定められていまして、個人情報保護
法の第三者提供の禁止の除外規定に当
たると解されて、法的にはクリアされ
ている状況です。
　齊藤　実地医家の医師が、例えば自
分のところで胃カメラをやって、がん
の患者さんを見つけた場合に、その医
師としてはどうしたらいいのだろうと
思われるかもしれません。その辺はど
うでしょうか。
　松田　報告義務が課せられているの
は20床以上ある「病院」と分類される
医療施設になっています。それ未満の
「診療所」においては、都道府県に手
を挙げて協力してくださるところは、
病院と同じように報告義務が課せられ
ることになります。今挙げていただい
たようなケースであれば、もしその診
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療所が手挙げをして、がん登録事業に
協力するという指定を受けていれば、
見つけた段階で報告することになりま
す。その施設で治療をする、しないに
かかわらず、がんの診断をしたという
段階で報告義務がかかります。胃カメ
ラで見つけて大病院に紹介した場合で
も、報告してくださいとお願いをして
います。
　齊藤　これは本当に重要なシステム
ですので、患者さんも、こういうこと
があるのだということを知っておいて
いただく必要がありますね。
　松田　患者さん側がこういった制度
を知らずに、自分の知らないところで
自分の情報が扱われている状況に対し、
不快に思ったり、もしかして個人情報
が漏洩してしまうのではないかという
不安を感じるかと思います。ですので、
こういった制度をこっそり裏でやるの
ではなくて、できるだけ多くの方に知
っていただいて、制度が何であるのか
とか、情報を誰がどのように使うのか
を知っていただく。患者さんを含めて
国全体ががん登録のデータを使ってが
ん対策をしていこうという文化といい
ますか、風潮がきちんと形成されるこ
とが望ましいと思っています。
　齊藤　実地医家の医師、あるいは健
診センターの医師などもぜひ参加して、
また逆に参加していることが、質の保
証みたいな意味にもなっていくと、よ
り参加へのインセンティブになる感じ

がしますね。
　松田　例えば胃がんを、単に胃がん
と登録するだけだと、胃のどこにがん
ができたのか、がんの種類がどうだっ
たのかという細かい分析ができません。
各医療機関の医師にも理解と、一歩進
んだがん登録の知識を身につけていた
だければ、がんの登録分類を理解した
うえで正確な報告ができて、より効果
的ながん対策につながると思います。
　齊藤　究極の目標はがん対策という
ことですけれども、それへの道のりは
どうでしょうか。
　松田　がん対策のためには、まず現
状を把握するのが不可欠だと思ってい
まして、現状、がんで亡くなる方の数
は正確にわかってはいるのですけれど
も、がんにかかる方の数をきちんと把
握できていない状況です。がん対策の
ために、現状、どういったがんが多く
て、どういったがんが増えている、減
っているというのをきちんと把握して、
それに合わせた施策をし、その施策が
効果的だったのかどうかを評価すると
いうサイクルをつくっていくことにな
ります。一足飛びにがん登録が始まっ
て、あした何か効果が出るかというと、
なかなか「はい」とは言えないのです
けれども、近い将来にはこのがん登録
がきちんとがん対策に役立つと実感で
きる日が来ると思っています。
　齊藤　これまで日本でも、県レベル
とか、ある施設で限定的に行われてい

2016年の１月１日以降に診断された患
者さんを報告しなければならない義務
を定めていますので、2016年１月１日
から法律が施行され、事業が開始され
ている状況です。
　齊藤　ある程度治療のめどが立った
ところで報告するということになりま
すか。
　松田　推奨されているのは、初回に
計画された治療が終了した段階や、そ
の施設で治療しない場合であれば、他
施設に紹介して患者さんを送り出した
段階で報告することになっています。
診断をしてから、長い場合には半年で
すとか、短くても１～３カ月ぐらいの
時間がたった段階で、情報を整理して
提出するのが一般的だと思っています。
　齊藤　患者さんが病院間を動くとい
うことで、それぞれの病院から報告さ
れてしまうと、２人になってしまうよ
うな可能性もあるのですが、そこで個
人情報が必要なのですね。
　松田　はい。先ほど集める情報で、
名前や生年月日、住所と申し上げまし
たけれども、これは患者さんの名簿を
つくって、１人の患者さんを２人とカ
ウントしてしまうことがないように、
各県から入力された情報の中で、同じ
患者さんの同じがんの情報がないかを
きちんと名寄せをして検証したうえで、
統計をつくっていく作業をしています。
そこで必要なのが名前など個人情報に
当たる部分です。きちんと情報保護は

しているのですけれども、個人情報が
必要というのは名寄せが必須であるこ
とによるものです。
　齊藤　個人情報保護の壁があります
が、その点については今回の法律でど
うなったのでしょうか。
　松田　個人情報保護法では、本人の
同意なく第三者に個人情報を提供して
はならないということが定められてい
るのですけれども、がん登録という事
業の性格上、各個人が「私は登録され
たい」「されたくない」ということに
なりますと、きちんとした数が出せま
せん。ですので、がん登録推進法では
患者さんの同意なく情報を集めてよい
と定められていまして、個人情報保護
法の第三者提供の禁止の除外規定に当
たると解されて、法的にはクリアされ
ている状況です。
　齊藤　実地医家の医師が、例えば自
分のところで胃カメラをやって、がん
の患者さんを見つけた場合に、その医
師としてはどうしたらいいのだろうと
思われるかもしれません。その辺はど
うでしょうか。
　松田　報告義務が課せられているの
は20床以上ある「病院」と分類される
医療施設になっています。それ未満の
「診療所」においては、都道府県に手
を挙げて協力してくださるところは、
病院と同じように報告義務が課せられ
ることになります。今挙げていただい
たようなケースであれば、もしその診
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たのですね。
　松田　日本のがん登録は実は歴史が
古くて、1950年代から行っていました
が、なかなか国全体でデータベースを
統一するとか、法律をつくって報告を
義務づけるようなレベルには至らずに、
都道府県独自の事業として長年行って
いたという背景があります。
　齊藤　データがまとまった場合の使
い方あるいは公表の仕方はどうでしょ
うか。
　松田　データについては、これまで
の医療の統計などとは違って、いろい

ろな立場の方がデータを使ってがん対
策をすることが想定されていて、国、
都道府県、また研究者や民間企業の方
などにも活用していただき、国全体で
がん対策をしようという理念に基づい
ています。
　齊藤　ある条件下で広く皆さんに利
用していただくようになるのですね。
　松田　はい。きちんと情報保護をし
たうえで、がん対策のためであれば門
戸は開かれているという状況です。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅰ）

慶應義塾大学医学部先端医科学研究所遺伝子制御研究部門教授
佐　谷　秀　行

（聞き手　大西　真）

発がんのメカニズム

　大西　佐谷先生、発がんのメカニズ
ムについて最近の知見などをうかがい
たいと思います。
　最近は、がんの発生メカニズムの考
え方が以前とだいぶ変わってきている
ようですが、どのような考え方になっ
てきているのでしょうか。そのあたり
から教えていただけますか。
　佐谷　がんはもともと遺伝子が変異
することによって起こる病気であるこ
とは、かなり前からわかっていたので
す。しかし、遺伝子の変異の形という
ものが実は一通りではないことが最近
わかってきました。一つは、ある特定
の遺伝子が１つ変異するだけで、瞬く
間に正常の細胞ががん化してしまう、
そういうメカニズムがあることがわか
ってきました。こういう遺伝子の変異
は、特に正常の細胞をがんにすぐ運ん
でいくという意味から、ドライバー、
つまり運転手のような遺伝子というこ
とで、ドライバー変異と我々は呼んで
います。つまり、ある特定の非常に重
大な遺伝子の変異が起こることによっ

て、それまで正常だった細胞がそのま
まがんに変化してしまうタイプのもの
です。
　しかし、このタイプのがんの発生は
そんなに多くはないのです。小児のが
んや、あるいは造血系のがん、つまり
白血病のようながんにはこういったタ
イプのドライバー変異のがんが多いの
ですが、大半の高齢者に起こるがんは
実はそういう原因ではなくて、慢性的
な炎症が原因となって起こります。例
えば細菌感染であるとか、ウイルスの
感染であるとか、あるいは機械的な長
期にわたる刺激、生活習慣病などが原
因となって特定の組織に長期にわたっ
て炎症が起こると、組織傷害が起こり
ます。そうすると、傷害を起こした組
織が再生を繰り返しているうちに、多
数の小さな変異が細胞の中に生じてく
る。変異だけではなく、遺伝子の発現
も変化してくる。そういったことが多
数起こることによって、それまで正常
だった細胞が少しずつがんに変化して
くるタイプがあることがわかってきて
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